
平成29年度 大分県主任介護支援専門員 更新研修
受講申込みに関するＱ＆Ａ

◯受講要件
問１ 受講要件に該当するものがありませんが、受講することはできますか。

（回答）
受講することはできません。主任介護支援専門員の有効期間満了日までに受講要件を満たしたうえで主
任更新研修を受講してください。

問２ 介護支援専門員に係る研修の企画、講師やファシリテーターの要件を教えてください。
（回答）

過去３年間で、大分県や他県で実施された介護支援専門員に関する法定研修が対象となります。
例えば、実務研修・再研修・基礎研修・専門研修・更新研修・主任研修・主任更新研修などにおける研修
の企画、講師やファシリテーターが当該要件の対象となります。

・・・（様式3、様式4-1）

問３ 介護支援専門員に係る研修の講師やファシリテーターの経験には、平成28年度から実施された
実務研修実習者受入先の実習指導者は含まれますか。

（回答）
実習指導者も受講要件に含まれます。ただし、予定ではなく、実績が必要となります。

・・・（様式4-2）

問４ 「法定外の研修等に年４回以上」についての要件（研修内容等）を教えてください。
（回答）
（１）法定研修とは、介護支援専門員の資格・更新等に係る実務研修・再研修・基礎研修・専門研修・更

新研修・主任研修・主任更新研修を指します。よって、それ以外の研修は全て「法定外の研修」となり
ますが、一方で、研修の内容については、介護支援専門員を対象とした研修で、その内容が主任介護
支援専門員の資質向上に資するものであることが求められます。

（２）受講要件にあるとおり、地域包括支援センターや職能団体等が開催する研修であり、法人内（事業
所内）の研修等や行政説明会、少人数での学習会、地域ケア会議等は認められません。

（３）地域包括支援センターの開催する研修へ同一法人職員が年４回以上研修参加していたとしても、
２回までの受講しか認められません。

（４）受講要件を満たす１回の研修時間は、最短でも1時間30分～2時間以上のものを想定しています。
・・・（様式5）

問５ 法定外研修の年４回以上の研修は、１年間だけ受講して満たされますか。毎年度４回以上の
受講が必要ですか。

（回答）
（１）「年４回以上」とは、「年度の４月～３月のうち４回以上」を指します。
（２）４回以上の研修の合計時間が10時間以上であることが条件となります。

（２時間の研修を４回修了しても要件は満たされません）
（３）本来、自己研鑽を積むということでは毎年度４回以上受講することが望ましいですが、過去３か年度

のうちいずれかの年度に年４回以上の参加があれば受講要件を満たすことになります。また、複数日
にわたる研修については、受講日数を回数として数えて差し支えありません。

・・・（様式5）

2017 特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会



問６ 市町村推薦を受ける場合に必要となる書類を教えてください。
（回答）
（１）市町村推薦の方は、推薦に必要な下記書類各２事例と、研修第１日目・第２日目の演習２事例

の計４事例の提出が必要となります。
（２）地域包括支援センター等に所属（予定含む）し、「地域の介護支援専門員に対する相談対応や

支援等に関する知識及び能力を有する者」として推薦を受ける場合には、下記の書類が必要となり
ます。
なお、推薦書様式を市町村長に提出する場合、必ず事前に下記書類（指導・支援事例の個別

支援記録）を添付して申し出てください。
（指導・支援事例の個別支援記録）
①課題分析標準項目（指定様式）・・・２事例
ジェノグラム及びエコマップ（任意様式）・・・各２事例

②指導・支援前と指導・支援後のサービス計画書（既存の写し）・・・各２事例
（主任介護支援専門員が指導・支援を行った介護支援専門員の作成したもの）

③指導・支援の経過記録（任意様式）・・・２事例
④指導実践事例報告書（指定様式）・・・２事例

※指定様式①④については当協会ＨＰからダウンロードした様式で作成のこと（手書き不可）
http://oita-care-manager.com/index.html

※事前に利用者及び介護支援専門員の同意を得て提出することが必要です。
（３）当該要件での研修受講申込みにあたっては、推薦書様式７もしくは様式８に必ず上記①～④の書類

を添付し、当協会に申込みください。
・・・（様式7・8）

◯研修修了
問７ 主任介護支援専門員研修の修了証書を紛失した場合、どうすればいいですか。

（回答）
受講申込みの際、申込書に紛失した旨（有・無）を記載してください。研修実施機関から県へ一括照会
して確認をします。

・・・（様式1）
◯その他
問８ 主任更新研修を受講しなかった場合は、どうなりますか。

（回答）
（１）主任介護支援専門員の有効期間満了日以降は、主任介護支援専門員としての業務に就くことはで

きません。
＊地域包括支援センターで主任介護支援専門員としての業務ができなくなります。
＊居宅介護支援事業所で、主任介護支援専門員であることで特定事業所加算を算定していた場合、
算定ができなくなる場合もあります。
有効期間以降、再び主任介護支援専門員として業務を行いたい場合は、再度、主任介護支援専

門員研修を受講してください。なお、主任介護支援専門員の有効期間後も、介護支援専門員証の有
効期間までは、介護支援専門員としての業務は行えます。

（２）介護支援専門員証の有効期間内に、更新研修又は主任更新研修のいずれも修了しなかった場合
（又は修了しても、有効期間更新の手続きをしなかった場合）、有効期間後は介護支援専門員とし
て業務を行えません。

問９ 結婚式などで欠席したい場合はどうなりますか。
（回答）

原則、欠席は認めておらず、１日でも欠席があった場合は当該年度において研修を修了することはできま
せん。
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